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停
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V
Y
5は
被
主
人
の
利
子
今
い
」

ρ

ぃ
、
つ
州
事
決
判
い
の
鉄
則
が
安
当
す
る
、

必一豆一一口？
υ

L

H

F

シ一日に
L

ー
の
っ
て
、

り
明
作
に
な
っ
た

円
巳
決
疋
い
以
叫
に
じ
い
て
は
、
刑
事
ー
丙
め
司
法
問
（
科
会
六
口
ち
の
新
一
一

ι恨
の
明
白
い
が
惇
疋
判
決
の
嘉
文
認
定
を
害
す
同
夜
の
蓋
吠

凡
一
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
に

現
行
法
の
h

で
も
必
審
は
「
関
カ
ず
の
門

と
許
さ
れ
る
ほ
と
い
例
外
的
に
し
か
機
能

L

、
ー
、
ー
〉
一

7

3
？

立
し
モ
ノ
γ

て
主
f

一止

ヱハ
J
う
な
退
場
は
、
ー
は
い
刊
安
｛
か
性
の
訪
山
’
カ
ら
、

五
ソ
＃
は
仔
易
い
一
羽
め
る
こ
と
は
で
主
な
い
と
U

う
考
λ
刀

と
も
や
殺
し
て
い
れ
↓

内
鳥
決
定
は
F

の
よ
う
な
君
、
ぇ
方
や
舟
半
世
制
ば
内
達
制
｛
円
体
に
見
直
し
を
直
る
も
の
ど
っ
た
の
と
あ

い
の
対
同
川
決
！
疋
じ

し
か
し
、

れ
、
そ
れ
が
止
に
前
釈
の
池
象
的
企
変
更
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
‘
甲
年
、

上
パ
七
六
年
一
つ
月

；：～
j
t
E
J

ど
っ
こ
c

ミ
去
、

J
〆

V
L
I
L
t
A包

M
H
；
z
v
f
f
i
J
R

で
の
絞
の
死
刑
川
再
審
出
事
件
の
決
升
に
も
ほ
れ
一
、
け
る
土
、
つ
に
、

病
者
制
度
は
、

新
証
拠
を
起

十
川
、
レ
一
す
る
般
へ
3

詳
句
い
よ
J

一
」
昨
日
疋
判
決
の
事
長
忍
J

だ
に
ふ
1

担
的
疑
い
v
カ
生
じ
れ
ば
、
明
円
性
あ
り
ど
し
て
再
審
キ
一
山
阿
佐

L

無
事
を

内審開始7じこにザ勺 Jリグ〉執＇＇ f~lhえペヒにワい、

救
済
す
る
制
肢
と
し
て
桜
能
し
が
め
た
の
で
あ
る

と
だ
し
、

円
三
d

出｛疋、

M
M川
氏
定
に
対
ldγ

は、

い
わ
ゆ
る
限
定
的
再
評
日
説
に
拠
っ
て
そ
の
お
挫
＝

η
を
然
的

J
う
と
す
る
見
附

ミ

J

j

、

k
J
1
1
一
あ

1

一

J
E
－

－

 

事
官
判
決
の
事
て
認
－
T
じ
疑
い
が
提
芯
さ
れ
て
も
、
山
一
＝
r揮
を
不
利
詐
一
円
一
詳
細
ー
ニ
＼

ー
ム
リ
山
知
的
な
疑
い
に
あ
と
ら
な
い
と
午
、
救
出
を
収
不
ー
し
作
、
半
例
士
ど
も
ん
け
在
す
ヴ
伝
一

町
＝
丸
ご
一

T
f
、

A
F
E
4
ν
i
o
u
 

そ
り
疑
レ
は

こ
の
よ
、
つ
な

H
n
E
山
川
内
川
決
定
に
抗
す
る

動
支
一
の
二
＼

再
dbJザ
エ
帖
や
か
な
要
件
で
認
め
る
マ
」
と
は
、

一
再
寄
の
事
実
上
の
阿
再
に
会
一
も
た
ら
J
q

こ
の
掠
拘
が
一
れ
わ
れ

迫
常
審
の
干
続
に
お
い
て
献
は
い
な
一
叫
判
明
～
法
則
に
基
つ
い
て

［
一
許
容
に
よ
る
4

1

ツ
ク
も
経

cd行
評
判
ー
は
い
M
J

宇
一
で
強
調
さ
れ
ど
の
は

征
｛
定
L
L
T
J
P

｝
と
の
重
み
一
に
あ
る
。
市
汁
事
苅
求

4ru、
ム
恒
妓
i
f

↑表・

μ
頭
仁
主
義
の
張
本
原
則
い
も
支
配
さ
れ
な
い
明
権
！
干
義
的
な
ず
続
で

あ
り
、
証
拠
法
の
制
約
も
受
け
な
い
ね
と
あ
る
か
ら
、
確
定
判
戊
の
事
hh
認
d

疋
い
存
時
－
し
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
こ
あ
る
n

［
」
が

し、
F

力
」
つ
な
姿
勢
は
白
鳥
・
対
同
川
決
定
そ
九
日
体
か
示
日
疋
ヲ
る
も
の
と
あ

υ
、
真
犯
へ
が
現
れ
る
な
ど
の
特
段
力
事
惰
が
な
け

れ
は
刊
蓄
が
院
い
註
さ
れ
な
か
一
七
、
か
つ
て
の
持
番
制
限
の
連
制
へ
の
回
掃
を
ふ
め
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

'C 
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二
ご
ろ
で
、
住
宅
判
決
を
動
か
に
が
た
い
も
の

f
み
な
に
、
向
山
由
叫
目
白
川
決
定
に
抗
し
て

ιい
審
に
よ
る
救
済
を
狭
め
ー
で
つ
－
一
す
る

間
向
は
、

と
り
わ
け
枚
察
官
に
俣
拾
い
｝

ノ一に

l
t
、

Z

1

2

 

品
終
的
に
い
二
社
説
許
判
決
ド
ド
小
説
て
峡
湾
与
叫
ん
J

事
例
に
お
に
L

も、

ま
て
ん
と

の
事
汗
に
お
い
て
倹
祭
’
H
h

が
即
時
抗
告
匂
～
巽
一
議
中
し
す
て
を

L
に
い
た
事
先
に
現
れ
て
い
ゐ
n

東
注
古
事
件
丁
い
お
い
ご
も
、
東
京

O
L

殺
人
半
作
に
が
い
c
v
b
、治山
J

告
川
口
は
却
時
抗
告
（
ま
た
は
吟
九
れ
に
代
わ
る
異
議
申
煮
、

を
L
－
い
る
の
で
あ
れ
V
u

L
か
し
な
が
ら
‘
ヤ
説
上
は
、
二
心
検
察
い
』
の
即
時
抗
竹
内
権
限
U
H
体
に
刈
し
て
一
佐
官
が
呈
ろ
れ
て
い
る

川
法
の
τ
さ
は
、
検
察

（

R
ト
」
る
沢
村
益
舟
枠
内
一
請
求
も
認
め
ら
れ
て
い
と
υ

こ
の
う
一
と
は
、

島山間、
r
工
義
初
な
真
実
力
探
求
を
検
察
FH
の
川
氏
山
抗
日
ど
と
1
1

る号、ォ一

ら
一
人
J

致
し
て
い
七

そ
の
よ
う
な
叫
審
制
民
の

1
1
は
、
た
と
え
川
被
告
人
の
紛
が
ら
再
審
詰
求
が
あ
っ
た
場
告
で
も
、
拾
い

wmuγ
一

お
い
℃
有
罪
判
決
を
覆
司
ベ
宍
で
な
い
ど
考
え
る
円
以
り

μ
お
い
て
巳
検
察
官
に
よ
る
再
審
問
的
決
疋
に
刻
す
る
会
抗
告
を
認
め
る
こ
と
に

は
虚
血
人
少
あ
っ
九
ん
と
い
え
よ
う
F

し
か
し
、

利
益
再
審
の
み
を
誌
め
る
舟
帯
制
伐
の
卜
で
は
、

確
ー
淀
川
叫
斗
れ
に
よ
三
に
よ
小
町
判
長
を
受
付
え

九
被
乙
人
な
ど
に
高
品
惟
を
認
め
、
請
求
奈
川
岬
伏
｛
疋
！
円
対
し
て
は
抗
岳
山
惟
を
判
ー
与
す
ふ
、
と
は
当
然
と
し
て
も
、
検
日
常
J
U
l
一
品
審
請
ぷ

の
権
限
必
与
え
、
さ
ら
に
一
再
審
開
始
決
J

疋
に
討
す
，
Q
V制
F
許
権
ま
で
も
与
え
，
T
L
ζ
ほ

ι岐
川
で
は
な
い
ー

P

｝
、
一
、
〉
J

E

j
ト

J
で
J
h
M
J
M
み札

F
4
9

現
行
注
、
か
検
察
官
に
再
一
丹
請
求
権
限
や
即
時
抗
告
の
権
限
勢
認
め
て
い
る
の
は

検
察

H

現（
h
A悼の

i
一やは

は
公
F

パ
立
の
代
表
者
と

L
て
、
誤
J

た
有
罪
判
決
め
是
正
を
求
め
る
有
在
で
あ
る
ミ
依
量
づ
け
ら
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
へ
き
で
あ
ろ
う

再
審
の
理
今
亡
あ
る
無
平
内
政
治
は
、
ギ
に
請
求
人
の
利
掃
で
あ
る
に
j
と
ま
ら
ず
、
斗
イ
い
の
過
誤
を
正
上
、
征
守
を
刑
罰
か
り
剤
投

国
家
の
刑
罰
p
延
へ
の
信
拡
を
紘
ね
す
る
と
い
う
へ
r
刊
誌
と
も
あ
ん
と
い
よ
ん
る
が
ら
で
あ
れ
V
u

そ
F

む
の
検
察
J

じ
の

役
配
は
も
は
干
必
山
副
持
な
古
、
実
の
探
求
や
確
定
判
社
自
体
内
雄
議
C
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
「
検
察
怖
が
判
官
詰
求
心
在
沖
中
で

す
る
F

～
と
に
よ
っ
一

c、

あ
っ
亡
す
も
、
一
H
ら
の
判
却
で
山
川
内
戎
打
停
止
Hr
と
き
る

条
h
甘み宇
H
〕

の
も
、
こ
の
よ
つ
な
検
察
育
の
培
、
出
か
ら
一
弘
品
川
で

別
一
み
法
耳
目

き
る
の
と
あ
る
一
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こ
の
制

h
か
ら
最
斤
↓
の
ω
弔
問
に
お
い
r

、
注
目
ざ
し
れ
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
一
足
利
事
件
の
科
審
請
求
（
即
時
抗
青
斉
）

の
審
問
山
に
、
出
民

京
官
吋
枚
が
1

新
設
三
結
果
は
一
肌
い
審
開
始
の
山
官
作
で
あ
る

『
無
罪
主
百
い
液
ト
q

ベ
き
朗
人
か
な
一
一
ぶ
拠
’
と
り
一
汗
ゐ
」

Lfr

す
る
＋
青
山
昆
舎
を
限

出
し
、
許
せ

Z
刷
川
の
執
γ
し
を
い
J止
す
る
子
読
を
取
っ
た
こ
と
で
あ
る
n

犯
へ
の

D
N
A
担
と
請
求
人
の

D
N
A制
明
日
叫
ん
致
し
な
い
と
い

う
お
hr
ぬ
証
拠
の
提
出
を
受
け
て
の
こ
し
f
一
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
事
仲

C
は
検
察
官
も
峠
主
干
何
十
小
処
罰
の
却
念
に
従
つ

C
舟
審
問

始
を
求
め

件
性
議
ぃ
水
に
つ
い
て
の
品
抗
日
町
内
判
析
円
前
日
い
刑
川
内
執
／
仁
会
一
斗
や
け
し
た
の
じ
あ
る
。

疑
問
の
あ
る
峰

寸
法
へ
の
活
較
ぽ

｛
た
右
罪
判
決
を
墨
t
ー
す
る
こ
と
い
よ
ヲ
て
で
は
な
く
、
花
見
守
C

れ
た
誤
り
を
ゆ
一
平
か
じ
正

L
ご
正
識
を
回
復
す
る
こ
と
に
」
コ
ピ
こ
p
て

コpn
二
し
Z自

i
f
 

戸
」
の
足
利
事
件
～
お
け
る
持
祭
庄
の
刻
日
は
、

検
察
官
が
慨
宇
の
伸
一
や
が
な
波
音
に
協
1
4
L
七
卓
司
と
し
ご
一
計
ト
泊
さ
れ
る

ベ
シ
さ
バ
に
ふ
め
7
h
G
）

内審開始7じこにザ勺 Jリグ〉執＇＇ f~lhえペヒにワい、

ま
た
、
沢
崎
の
検
察
d
p
h

の
不
祥
事
を
れ
ん
伐
と
し
て
制
定
ふ
J

れ
わ
「
検
出
の
疎
人
（
山
」
に
は
、
検
察
官
山
品
川
右
と
し
て
、

あ
と
か
も

常
！
ぃ
角
川
お
そ
の
も
の
を
汀
目
的
と
し
、

ト
ホ
り
重
い
処
分
円
安
現
下
一
体
を
成
皐
と
み
な
す
か
の
ご
と
き
姿
勢
と
な
つ
に
は
な
一
？
に
い
η

品叫んず

ミ

3
，ru

土

5
5

＋

一

e

J
i
A
J
7
υ
！
 

の
真
相
じ
け
そ
に
あ

同
氏
の
良
識
に
i

か
な
う

相
比
心
起
分

佃
応
の
刑
罰
の
い
大
札
で
あ
る
、
三
極
わ
九

て
お
り
、
具
体
的
土
職
務
判
所
幹
y

こ
し
て
も
、
「
一
一
一

一
つ
な
い
ニ
う
、
知
力
を
代
、
く
し
て
、

結
実
的
？
を
罰
1

え
あ
る
い
は
支
犯
人
を
逃
午
、
弘
山
引
を
ふ
切
れ
さ
せ
る
と
一
／
ぷ
む

喜
一
家
の
白
円
相
解
明
ド
ド
取
り
祁
む
」
に
挑
£
さ
れ
て
い
や
一
一
再
審
に
い
h

い
て
こ
の
姿
努
会
一
世
出
け
ゴ
、

椛
｛
定
吋
リ
バ
山
に
疑
問
が
生
じ
た
場
ム
に
は
、

確
定
判
－
A
の
維
持
p
て
の
も
の
会
一
目
川
町
と
一
ヲ
ツ
ヴ

と
な
く
、

事
案
の
古
ハ
位
一
い
見
〈
つ
式
、

の
艮
誌
に
か
な
っ

相
応
ハ
斗
折
Jγ

部
重
づ
ブ
る
姿
勢
h
J
ぷ
小
町
勺
れ
る
は
ず
で
あ
る

車
生
告
事
件
ぶ
つ
い
て
r明
感
官
は
、
「
且
4

在
詰
求
格
で
立
犯
人
が
現
れ
た
と
か
、
出
求
人
ら
ね
犯
人
件
を
社
内
か
に
疑
わ
は
乙
存
知

的
引
拠
が
新
規
に
提
出
主
九
た
＃
実
も
な
い

単
い
本
件
現
埼
の
斗
叫
J

と
い
い
難
い
定
紋
等
が
提
山
さ
れ

九
も
よ
り
山
荘
川
州
姶

JA

原
判
決
に
ユ
中
ト
人
九
日
半
官
官
誤
誌
が
一
訂
め
ル
つ
れ
る
と
炉
、

再
審
の
裁
判
で
祉
担
の
一
斉
い
視
し
が
子
組
じ
さ

け
の
現
時
内
で
、

同
氏
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三



フ
明
ル
L
T

♂
虚
偽
江
拠
〉
刈
1
4

柄引

（
削
訴
法
問

五
条
口
勺
な
い
｝
有
山
門
サ
、

よし

uv勺
、

凶
＝
六
長
一
項
〆
も
含
ま
れ
て
い
る

7

7
ル
サ
イ
ド
の
再
db
の
場
合
、

一
再
寄
公
判
ご
は
点
偽
一
E
拠
え
除
い
て
、
あ
る
い
は
迫
ふ
、
な
数
民
『
町
を
情
戒
｝
〆
白
v
ぷ
、
持

A
Hの
や
り
臼

し
が
求
ー
の
V

句
れ
る

頃
川
当
日
一
正
郊
の
半
尖
認
定
上
の
苦
手
バ
皮
に
は
差
日
叫
ん
あ
り
得
る
の
と

と
に
な
る
。

i
u
h巾
ザ

i
し

再
審
会
刊
に
己
い

cψ
」

然
い
恒
…
m干
の
斗
川
井
一
が
予
測
さ
れ
令
と
は
い
い
難
い

d

、｝～
n
J
J
J

一

1
7
1
J
I
 
舟
審
開
始
－
片
山
た
を
し
丈
裁
川
一
川

11が
執
行
停
止
を
し
な
U

こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
ー
な
わ
ち
‘

フ
司
ル
サ
刈
川
よ
占
荘
内
鳩
合
、
副
川
内
執
／
十
A
H
V
止
を
す
る
か
こ
う
か
は
、

4
宜
砂
川
ム
判
打
、
有
罪
認
定
が
寄
与
れ
る
ド
キ

決
、
性
U
J
い
こ
内
科
肝
比
あ
る
か
を
勘
案
し
て
、

山
叶
番
問
開
始
決
｛
？
を

L
た
裁
判
J
刊
は
ず
咋
M
E
初
じ
そ
の
可
ヘ
U
を
判
所
し
て
よ
い
と
v？
ス
ら
れ
る
の

cJめ吋
必

1－1
刀

1
－

川
事
山
訟
法
川
三
工
長
六
号
の
ノ
ゲ
寸

に
よ
る
再
裕
の
い
立
ォ
、
ト
記
の
自
主
決
疋
の
判
断
枠
組
平
に
従
え
口
、

"' 
Jlll 

内審開始7じこにザ勺 Jリグ〉執＇＇ f~lhえペヒにワい、

祈
証
拠
を
加
、
ア
ト
ム
新
回
全
証
抱
の
総
A
円一
A
r勺
に
よ
っ
て

駐
す
一
判
決
の
事
実
記
｛
モ
に
台
間
略
的
疑
い
が
先
生
し
か

再
審
問
怖
い
炉
決
定
は

と
を
認
め
る
氏
｛
疋
で
あ
る
c

フ
フ
ル
サ
却
の
再
審
円
相
吻
今
と
に
な
り
、

市
叶
リ
ヰ
開
始
決
定
が
出
さ
れ
と
ゆ
｝
と

つ
ま
り
、
一
一
的
場
台
に
は
、

日
体
い
ド
よ
っ
て
、
再
評
公
判
じ
お
汁
F
Q
u
u
…
ぷ
判
決
内
可
誌
が
rHが
り
柑
め
て
門
司
い
も
の
ζ

な
ア
一
f

と
い
え
る
の
で
あ
る

実
際
、
ミ
札
ま
引

の
再
審
M
罪
事
例
に
お
い
て
ほ
、
片
審
開
始
決
定
、
ヶ
咋
芹
し
ル
恨
の
け
品
川
審
公
判
γ
い
お
い
f
L

証
罪
判
決
語
、
か
一
一
円
い
液
さ
れ
、

そ
の
ま
ま
他

｛
た
し
て
い
ゐ
て

ま

じ
た
こ
と
を
認
め
て
開
始
法
疋
を
し
と
は
乾
所
が
、
ぞ
れ
に
も

か

か
才コ

汗I]
(J) 

執

2空Tc ~ 
」十｝

佐官
と法叫
め一司

るが
グ｝ 町山

tト 万乙

詩 r;;
E軍 l了
日勺 .l!E 

よ貯ゐ「G失ピ

：
ミ
コ
ー
一
、

ーし！？
l

i

叫ん付〆一一
t

手一乃
vm柑
〈
に
は
ヰ
番
開
始
決
定
を
し
丈
裁
判
所
は
、

当
扶
じ
い
川
内
斗
「
／
わ
停
止
伏
｛
定
を

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戸
九
の
何
初
公
い
刑
乃
執
行
停
止
を
命
じ
な
い
こ
と
は

ノ
で
の
裁
判
川
内
斗
析
白

体
と
の
エ
グ
括
合
は
ら
む
ご
と
じ
な
る
か
ら
開
始
jAに
た
と
同
時
ド
執
／
仁
停
止
の
伏
先
が
な
さ
札
な
か
っ
と
場
合
じ
ぽ
、
詰
求
人
、
あ
る

い
は
検
察
官
は
、
政
判
明
内
地
潅
九
九
J

認
を
州
市
川
す
べ
き
こ
と

μ
な
る
U

実
際
、
東
日
比
山
吉
併
件
ず
は
、
同
州
姶

iA光
の
／
ん
ほ
j

島
市
求
人
側
か
ら
執

h
u
停
止
の
職
権
発
動
の
市
出
が
な
手
点
、
て
れ
を
受
け
て
大
阪
地
款
の
引
の
判
刊
行
停
止
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
＝
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四



｝

J

な
が
丸
、
削
山
法
阿
阿
八
条

頃
の
削
の
執
行
停
円
決
定
に
つ
い
て
は
、
日
間
十
札
口
丸
刈
は
即
時
抗
告
を
沈
め
し
い
な
い
）

叫
い
審
誌
に
よ

ω帯
恥
却
決
疋
、

再
評
開
始
決
定
一

J7Jた
裁
判
附
心
f
こ
」
削
の
執
行
停
石
公
正
に

再
db
開
始
決
定
1

ト
バ
J

ご
は
即
時
抗
J

ム
い
を
認
め
つ
コ
、

対

L
7
は
却
吋
抗
吉
を
認
の
在
い
と
一
4

ず
る
州
市
｛
疋
の
あ
h

川
刀
は
、
川
リ
什
い
も
刊
相
手
あ

刑
訴
法
国
耳
八
条
二
日
（
ハ
刷
の
』
下
打
市
止
仇
｛
疋
が
却
時
抗

u
の
汁
象
刀
げ
ら
M
h
u

さ
れ
♂
い
る
一
と
が
ら
い
か
な
る
帰
結
が
牛
ず
る
か
に

山一

つ
の
＃
J
X
刀
が
あ
り
得
る
い

つ
い
て
は

つ
は
、
刑
訴
法
パ
四
八
条
二
泊
の
副
川
内
執
計
淳
止

jA定
は
、
再
寄
問
問
蛤
LA－
－
に
お
隠
す

る
も
内

ciえの
7
h
w

の
「
、

間
始
決
定
に
対
し
て
郊
貯
抗
I

U
を
認
め
れ
ぽ
十
分
で
あ
り
、
却
時
抗
合
に
よ
4

一Iu
間
開
始
決
定
が
取
り
出
さ
れ
ど

Z
さい～
l

山、

白
動
的
に
町
山
の
執
行
停
川
決
疋
J

沿岸と
n
f毛、

れ
の
判
行
停
止
口
氏
疋
は
、

i~c 
J先

と
い
う
品
、
λ
方
で
あ
る
v

L
L
f
4
 

J

た
と
は
別
個
の
抜
判
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
オ
ミ
独
立
し
た
叩
時
抗

E
は
司
さ
↓
引
な
い
が
、

間
的
決
疋
が
引
の
軌
む
存
Jμ
次
予
ゼ
可
能
に

内審開始7じこにザ勺 Jリグ〉執＇＇ f~lhえペヒにワい、

守
、
れ
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
と
山

ι
慌
始
決
定
に
対
す
ノ
ハ
折
口
を
そ
げ
と
え
判
明
が

［
た
の
で
品
る
か
ら

市
内
事
険
給
決
定
を

要取
でり
j当
るす
己 主註

1 判ι を
号 L
~ ！こ
7ヲと
で主
あ仁

＂＇＇＇限
れ

そ
の
場
合
も

間
同
船
氏
一
止
を
取
り
内

f
L夜
判
と
引
に
執
行
停
止
伏
章
一
を
取
り
川

1
設
判
が
必

刊
川
ア

v

～

『

し

M
バ
」
示
、

一

九

Y
A

刑
の
執
行
停
l

決
定
に
い
？
？
て
は
、

即
時
抗
乞
は
で
き
な
い
こ
二
ア
法
文
上
明
久
－

V
で
あ
る
コ
、
川
釈
舎
に
お
い
て

一
科
荏
開
始
決
定
と
引
の
執
行
惇
一
九
子
ゼ
）
「
月
一
時
に
工
～
場
合
で
あ
ヮ
て
も
司
守
は
も

ち
ろ
ん
刈
旬
の
以
刊
で
あ
っ
て
、
刑
の
執
行
半
止
の
－
H
定
に
対
上
て
は
、
ア
市
服
申
す
を
す
る
こ
と
が
と
き
な
い
て
と
さ
れ

C
い
る
“

J
W
刑
訴
法
問
四
八
条
二
摂
の
解
釈
こ
ニ
、

［
記
の
い
ず
れ
乃
号
ズ
刀
主
取
っ

C
も、

別
の
執
行
停
汁
汎
｛
た
い
対
す
る
γ
ハ
眠
中
し

4
て
い
か
持
さ
れ
な
い
以
上
、

執
し
停
止
州
一
疋
に

円
札
っ
て
一
旦
は
受
問
中
内
詰
求
人
主
釈
放
し
な
け
れ
ゴ
な
｛
り
な
い
三
と
じ
な
る
い

取
仕
上
U
事
件
に
山
わ
い
て

品
開
祭
官
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
ご
と
を
知

J
1
い
た
か
ら
こ
そ

川
内
吠
一
江
戸
げ

七
三
で
中
1
L似
て
な
が
ら
、

J
H
決
正
に
い
げ
寸
る
抗
告
を

川
時
ト
羽
山
↑
勺
じ
は
な
く
、
一
羽
ノ
什
い
梓
川
の
政
判
の
執
行
合
い
特
止
し
、
お
求
人
而
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名
の
拘
置
を
継
続
す
る
一
－
の
職
権
玲
動
合
中
小
め
る

tι
い
う
向
、
4

喜一
r

半
夜
↓

ー

ω

7ム
革
］
」
〕

を
川
二
、
F
M
一ぷ

N
4一
円

九
日
付
の

人
ム
デ
釈
放
さ
れ
る
こ
と
を
恒
子
J
お
う
と

L
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
や

即
時
jJ'[ 
ょに
わ

が
子4
( 
> 
f見

町
、J当

支こ

λJ 

~r 、

以λJ、学』 62r：；・4100）広l6 ♂2り12.ll 

ー｝ふり
1

d

、

そ
の
氏
支
を
取
り
出
し
、
あ
る
い
は
そ
の
執
行
の
芹
汁
を
求
め
亡
、
上
川
刊
の
n以
叶
刊
山
叫
い
以
潅
発
誌
の
中
i
九4kf
る
二
と
判
件
、
法
待
上

の
根
拠
が
な
い
η

市
本
仕
門
事
件
高
裁
決
定
が
そ
の
よ
う
な
山
中
げ
を
認
め
な
が
っ
た
は
当
渋

t
あ
る
n

L
か
し
な
が
ら
‘
点
台
背
I4作
品
裁
決
Jtは
‘
結
制
約
に
は
検
察
官
が
し
た
抗
升
宅
、
刑
川
訴
法
日
↓

C
条
二
泊
人
！
v
準
じ
て
詰
め
る
こ

と
が
じ
さ
る
レ
し
し
て
、
山
肌
察
官
力
抗
告
を
寄
れ
て
地
裁
決
定
号
取
り
消
し
て
い
る
υ

こ
の
占
は
、
抗
告
切
ほ
じ
刈
ず
る
浬
鮮
を
副
所
コ
と

も
乃
ー
と
J

っ
さ
る
士
写
品
一

〈
：
J

I

－

－

；

1

ま
ず
、
川
J

引
法
白
川
一
ハ
ア
来

項
の
則
的
執
行
停
汁
決
｛
T
が

供
抗
告
の
対
象
し
こ
在
品
、
＼
き
裁
判
L

一
当
た
る
か
、

と
L
う

か

問

題

μ

会
る
つ
郡
川
J

山
牛
い
四
九
条

ι、

特
に
即
時
抗
止
円
己
主
当
る
こ
と
が
で
え
る
ほ
の
制
定
が
め
る
場
介
の
外
、

裁
判
叶
山
山
川
（
た
に

抗
告
は
、

対
し
て

れ
を
す
る
一
と
が
で
き
る
f

何
し
、

こ
の
法
律
に
特
別
の
一
止
が
あ
る
場
～
は
、
一
一
の
限
り
で
企
い
c

と
制
定
r
e
r
Q
ο

炉、の

規
定
辻
、
明
え
の
規
定
が
な
く
と
も
波
判
叶
の
決
定

般
じ
つ
い
4

抗
告
を
討
す
地
己
H
で
あ
る
ー

一v
一叶FV
J

、

一
f

久
九
六
円
川
門
主
］
に
－
口
、
っ
「
特

引
の
定
L

じ
り
寸
ど
る
の
が
刑
訴
法
問
一

ohA別
で
あ
り
、
こ
の
組
疋
に
歩

か
あ
る
判
明
会
じ
は
、

抗
日
ー
は
尺
、
さ
な
い

」
の
特
別
の
J

疋

、
戸
ば
、
「
勾
封
、
保
釈
、
押
収
J
人
は
泊
J

，M
礼
物
の
烹
付
に
問
寸
る
決
定
疋
び
紅
定
の
た
め
に
す
ι
仙
沼
障
に
閲
す
る
決
疋
」
（
刑
訴
法
問

長

境
一
を
吟
き
、

守、
J
A
4
L
4市

1
1
ず

t
J
P

抗
出
は
詐
さ
れ
な
い

「
裁
判
所
内
管
特
又
は
訴
訟

F
続
に
閣

L
判
伏
p

別
に

L
た
決
’
疋

ー
す
決
斗
町
内
裁
判
J

叶
の
山
間
｛
定
に
つ
い

c抗
告
が
一
じ
き
な
い
の
は

こ
れ
を
計
せ
ば
い
札
告
の

F
続
に
よ
っ
一
て
手
続
が
中

M
5れ

T
仙
杭
が

辛一正一

F
5

J
R一
〆

る
こ
と

2
、
こ
の
よ
う
な
jAに
た
い
対

L
て
は
、
抗
告
に
よ
っ
て
じ
は
な
く
、

通
常
の
上
訴
の
中

C
、
ぷ
一
託
子
統

内
法
F

戸
市
在
民
の
珂
刈
仙
沼
と
し
て
争
う
流
会
を
与
え
れ
ば
足
り
る
と
Y
与
え
ら
れ
る
か
ら

る

凶
条
一
泊
で
勾
留
に
叶
対
す
る
決
定
が
こ
の

例
外
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

被
告
人
の
吋
件
拘
束
の
可
ア
小
刊
の
常
世
は
、

判
決
に
向
け
れ
↑
r
d
r
L弘
子
続
寸
れ

E
W刊
の
問
題
ご
は
λρ
？
＼

ヘ

巾
川
↓
引



流
保
こ
界
一
一
一
件
陪
此
の
防
「
ミ
い
入
、
子
絞
を
州
一
正
に
戎
三
γ
l
b
ー
な
る
た
め
の
付
随
的
問
題
で
あ
る
こ
と
－

反
行
r人
の
側
か
ら
立

r
I

き
に
、

身
体
拘
束
か
ら
の
波
紋
と
い
へ
ん
限
立

1rl～
利
対
日
が
存
J

仏
す
る
た
め
、
L

沼
市
の

l
訴
と
は
別
に
速
や
か
な
紋
u
仇
制
度
を
設
け
る
必

臣
官
が
あ
る
一
｝
と
い
上

東
住
古
事
行
高
川
以
内
定
は
、
刑
訴
法
川
司
一
へ
条
二
月
（
の
刷
の
執
行
体
止
決
定
，
ぃ
対
し
て
は
、
川
訴
法
国

一ヘ＼粂

国
引
に
準
じ
二
段

抗
告
が
「
き
る
と
す
る

J

て
な

1
、ょ

l

H

j

i

 
川
千
二
↓
乙

iz

－

－

ノ

E

川
川
叫
に
条

町
一
円

jA定
が

B
V訴
訟

F
統
一
い
川
河
し
、

判
決
断

γ
し
ん
没
疋
一
に
中
」

た
る
F

L

と
を
設
立
と
し
て

c'LI 

つ
全
一
日
古
川
r
H
Vへ
七
認
め
て
い
る
勾
起
の
及
川
寸
じ
混
じ
て
抗
古
が
訴
さ
れ
る
と
堺
し
て
い
る
一
｝
い
し
に

な
る
＝
1
J
か
1
一
こ
れ
は

L
ず
れ
も
黙
り

f
あ
る

ま
ず
、
引
の
執
J

汀
を
存
続
寸
ベ
JZ

か
と
勺
伊
の
問
問
題
と
、
再
審
請
求
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
と
い
っ
同
誌
は
、
八
王
く
別
個
の
問
題
で

内審開始7じこにザ勺 Jリグ〉執＇＇ f~lhえペヒにワい、

｝

J

っ

4
d
ヲ
手
伝

山
汁
本
清
水
に
院
す
る
叫
叫
叫
ん
、

内
事
公
判
に
お
り
る
判
断
は
、
高

4
1人
に
汁
す
る
引
の
い
執
わ
が
存
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関

わ
り
ん
ふ
ノ
＼
行
サ
こ
と
が
で
え
る
も
の
だ

lpら
で
あ
る
c

た
し
か
に
、

巾
叶
＃
請
阜
、
TdA｛
「
人
け
み
た
裁
判
所
の
伏

γ一
は
、
将
来
的
川
門
事
公
判
に

向
け
た
下
絞
り

ク
庁
内
在
味
ご
は

「
－
詐
訟
子
持
一
刊
に
悶
「
る
判
決
前
内
決
定
じ
形
式
的
L

は
き
ま
れ
る
か
も

L
れ
な
い
3

Hyh
戸
、
う

y
U
ぺ

耳
一

J
4

同
審
判
川
伎
は
、
再
審
請
求
段
階
、
c
再
評
八
ム
川
段
階
の

段
階
の
子
続
精
査
J
Z
一
収
っ
て
お
む
、
請
ぷ
一
宗
こ
一
一
い
妥
公
判
5
一いれ
4
j
t
j

, 
f' , 

別
の
法
判
休
で
あ
る

止
が
一
っ
て

一
再
審
一
三
千
ど
会
け
た
み
牧
町
、
が
す
る
川
の
執
行
停
渋
一
た
は

る
均
一
判
所
は

批
判
た
に
向
け
ん

h

閣
の

T
続
力
中
間
政
一
日
一
で
の
裁
河

E
は
告
ノ
＼
「
訴
訟

T
続
に
閉
す
る
河
比
沢
市
内
抗
｛
疋
と
は
三
日
え
な
い
の

合ふ！？〕、

川
叶
荏
論
点
子
続
い
お
い
ふ
川
、
請
ぶ
人
の
手
続
へ
の
山
山
泊
は
卦
安

C
は
な
ノ
＼

J
統
一
判
体
を
成
h

け
止
た
せ
る
え
め
に
刑
の
執

じ
の
継
続
が
島
中
止
に
な
る
わ
け
で
は
な
し

し
た
が
っ
て

い
ず
れ
に
せ
よ

刑
訴
渋
川

ハ
）
条
一
む
を
準
用
し
て
、
出
頭
確
保
の
た

め
ー
、
身
体
拘
束
が
島
市
民
で
あ
っ
h

ん
か
ど
う
カ
の
河
窓
と
し
て

川
訴
法
王
四
八
条

吋
引
の
執
七
停
止
決
定
内
中
」
肖
を

l
却
す
る
ニ
と
は

f
さ
会
L
l
y
一
い
う
べ
き
で
あ
る
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I

J

た
が
っ
て
、
時
間
ゐ
問
題
は
、
引
山
法
囚
γ

旦
八
、
全
が
明
示
的
に
川
印
川
町
抗
告
の
対
象
？
っ
外
，
て
い
る
悶
阿
八
条
一

墳
の
川
の
執
行
停

一
日
決
ム
ハ
定
に
い
心
ぶ
、

九
九
辺
を
根
拠
ど
ぜ
か
ん
一
般
抗
持
が
で
き
る
か
い
ど
う
か
、

と

γつ
口
に
あ
る

ド可

再
審
請
求
に
閣
す
る
伏
｛
主
に
対
ず
る
よ
小
服
中
d
手
段
は
、

一
枚
抗
告
一
、
は
な
く
、
殺
起
期
間
ぃ
叫
ん
一
戸
に
限
定
先
れ
ご
い
る

日
三
一
、

／

Mη
斗
」
町
一
リ

μ

久
子
却
内
抗
告
一
に
あ
る
。
誤
コ
た
確
定
判
伏
か
い
つ
の
救
済
と
い
、
つ
再
J

書
請
求
の
テ

γ
が
迅
速
右
対
芯
を
必
要
と
す
る
も
の
だ

か
ら
さ
あ
る
c

こ
れ
に
対
し
て

吹
山
机
牛
口
の
鳩
合

抗
告
の
利
訴
が
あ
る
限

υ

市
す

jh

つ
い
て
の
時
間
的
制
限
は
な
く

、i
J
パ
k

し
♂
一

丸川抗

L
h
cす
7

ぬ
こ
と
が
ア
よ
己
る

mA法
3
二
一
条

山
汁
審
請
求
ド
対
ず
る
J
Jす
｝
自
体
に
つ
い
て
市
中
時
抗

EHF対
応
し
て
い
る
の
ト

拝
審
問
再
υ
炉
決
疋
い
付
随
し
て
一
h
l
v

筏
さ
れ
る
杭
の
軌

H
停
川
川
氏
疋

γ
つ
い
て
、

ν
つ
で
も
い
仇
お
が
で
き
る
と
辞
寸
ノ
三
、
と
は
、
昨
川
J
M法

川
石
川
条
の
趣
旨
す
う
者
F

ん
℃
疑
問
か
あ
ミ

持
者
請
ぷ

h
m同
1zra裁
判
に
関
し
て
ほ
、

（お

条
の
（
般
I
机
苫
は
で
き
な
i
v

と
解
づ
る
べ
き
で
あ
る
。

即
持
抗
告
し
か
計
さ
れ
F
J
、

u
t
h
H
一
L

1
E
V
E
－f
 

埋
諭
的
な
可
能
性
と
し
て
は
、
再
審
院
い
指
伏
（
疋
に
汁

L
E即
時
抗
小
口
ー
か
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
r
心
か
ら
、
再
審
詰
求
に
関

4
e
Q伏

｛だ
1

〆一刊誌川口じ

刑
訴
法
阿
川
へ
弘
ハ

嘆
の
切
の
執
行
停
山
決
定
に
付

v

て
も
即
時
抗

E
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
る
か
も

ν
札
な
い

, 
ふも,, 

、

一
一
れ
は
現
行
法
の
解
釈
J
｝
レ
て
は
畳
間
で
あ
コ
て
、

J
W
T
r
、
の
長
安
が
あ

L
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
立
法
じ
よ
る
他
は
な
い

ー

γ
一7
1
寸
で
に
み
と
と
お
り
、
一
山
中
ノ
汀
決
の

F
で
の
一
肌
い
習
の
阿
一
念
は
、
い
甘
い
ず
の
救
済
な
の
で
あ
っ
＼

再
再
開
灼
決
定
に
付
随
二
、
関

始
決
定
去
し
ぐ
川
仇
判
所
が
し
た
、
刑
の
執
行
停
昨
日
記
を
な

U
v
u
J争
行
機
去
を
設
け
る
F

と
デ
必
中
士
、
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ま

二
、
－

J
1芳
子
、

え

F

～
グ

TJノ「

市
一
帯
開
始
決
定
よ
三
、
確
定
判
伏
の
ギ
安
認
疋
に
ヘ
ロ
型
的
説
い
じ
か
守
仁
丈
一
と
？
認
め
ら
九
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

開
始
1
9川
正
が
未
峰
定
で
あ
る
と
い
う
む
由
で
け
で
、
公
訴
の
代
表
昌
た
る
検
察
い
h
じ
こ
九
一
九
げ
を
M
f
U
仇
で
辛
う
権
限
を
与
、
ズ
？
の
こ
と
が

選
M
V
C
あ
る
と
も
忠
わ
九
な
い
の
じ
あ
る

ヰ
件
地
裁
決
定
を
し
た
裁
判
所
も
、
叶
l
時
二
内
尽
三
月
三
一
ト
日
付
の
喜
は
書
一
れ
一
同
法
山

条
一
十
引
に
某
づ
ノ
L

青
山
阿
見
全
μ
）

戸
じ
、
本
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住
一
μ
半
作
品
川
北
決
乏
は
、
牧
務
官
の
「
抗

E
及
び
武
村
刊
の
執
行
停
一
の
山
止
書
」
？
？
ヶ
判
断
資
料
と

L
て
そ
の
判
断
を
れ
っ
と
お
り
、

小
利
F4処
分
に
つ
い
て
故
処
分
考
に

E
知
・
聡
聞
の
機
会
キ
y
J

土
、
い
な
い
と
い
う
円
で
も
憲
法
一

一
条
に
込
反
す
る

東
住
古
事
件
高
H
M
J
決
定
歩
い
汁

L
亡
、
弁
護
団
は
最
日
裁
に
特
例
抗
告
L

ど
し
た
り
手
一
乃
将
別
抗
古
審
は
、
従
来
の
刑
の
執
〆

14T止
を
め

ぐ
る
議
論
に
が
い

c、
ほ
と
ん
ど
検
汁
さ
れ
か
一
三
と
が
な
い
問
題
に
対

L
て
最
高
裁
が
川
析
を
小
J

ニ
最
初
の
機
会
で
あ
一
日
た
。
し
か

L
、

民
高
裁
前
＝
小
法
研
」
は
‘
平
件
、

川
以
十
九
万
人
巨
、
特
別

i
h
bを
立
川
却
す
る
日
光
寺
し
一
ん
「
一
口
市
同
比
日
f
r
九
一
は
、
特

W
抗
白
の
域

ιが

刑
訴
法
四
一
一
一
一
条
の
抗
針
路
由
じ
↓
ー
い
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
品
川
権

C
刑
訴
法
刈
川
八
条

現
し
よ
る
削
川
の
執
行
停
止
決
定
に
対
す

る
抗
告
の
り
併
に
つ

L
て
判
断
を

U
Lた
2

そ
の
中
で
、
設
fμ

同
裁
は
、
れ
訴
法
四
四
八
条
二
期
に
デ
主
世
の
執
行
停
汁
決
定
は
、
「
再

審
問
同
社
川
千
続
え
は
内
什
群

mm姶
伶
の
審
判
子
洗
い
お
い
一
、

終
局
裁
判
を
司
ノ
ー
～
め

そ
の
刊
提
と
し
ご
な
す
悩
々
の
決
疋
の
一
つ
で
は

、、
i

店
、
、
J

、

九日

L
1
3
R

訴
訟

F
絞
に
院
し
判
決
前
！
円
j
i
l
l
J

た
決
定
”

込
い
じ
こ
れ

ι準
ず
る
決
定
に
は
当
七
ら
な
い
心
」
と
判
不
し
亡
、

東
に
土
門
事
件

市
玖
伏
一
正
が
刑
訴
法
問
一

ch仙
沼
一
頃
に
準
じ
て
抗
止
円
を
認
め
る
～

j
p
が
で
き
る
と
し
か
法
解
釈
を
が
定
し
た

J
Iか
し
な
が
ら
設
品
此

決
定
ば

引
の
執
行
作
一
決
定
ば

刑
訴
法
「
同
一
九
条
内
投
刊
叶
の
に
一
決
｛
号
、
も
れ

不
服
い
州

υ↓
て
を
討
さ
な
い
と
J
q
る
特
別
の

規
定
も
行
主
会
い
ワ
J

ち
検
M
R
Jむ
に
f
h

る
抗
告
は
適
法
で
あ
る
、
と
二
、
検
察
tH
の
い
仇
ぺ
じ
分
一
容
れ
た
ト
采
仕
｛
下
半
件
司
裁
決
定
は
持
論
に

お
い
一
弘
片
当
一
と
あ
る

ア
品
格
で
す
で
に
一
点
；
と
？
っ
に

九
条
に
よ
る
抗
告
は
、
抗
z
F
の
利
益
が
存
す
る
限
り

川
山
法
問

1
r

－1〕
ι
～

河
川
何
と
も
で
さ
r
J

も
の
て
あ
日
て
、
述
匂
わ
、
力
右

T
続
を
指
向

f
る
4J
審
請

4
1続
に
は
そ
ぐ
わ
L
A
い
、
ま
七
、
東
住
吉
事
件
に
お
い
て

は
、
地
裁
決
瓦
が
執
行
停
止
の
期
七
を
川
一
戸
川
丸
に
指
定
し
た
が
ゆ
え
い

P

て
の
問
泊
を
ぬ
一

内
抗
止
円
、
司
裁
に
J
る
刑
の
執

fL也
τ
止
丸
山
f
主
九
日
収
泊
し
が
な
さ
れ
た
c

川
川
内
執
行
斗
一
一
』
川
決
定
ト
釈
放
問
巨
が
お
さ
九
ず
、

検
察
官
の
抗
告
に
抗
ら
ず

μ釈
放
子
続
が
な

さ
れ
た
軍
需

O
L殺
人
事
件
と
の
橋
前
も
明
患
と
な
ろ
う
。
最
u
門
裁
決
定
は
‘
形
（
λ
論
い
い
予
ぎ
る
よ
つ
に
思
わ
れ
る
の

C
あ
る
「
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ス
ヘ
キ
事
咋
一
一
川
河
内
ノ
免
除
ノ
手
渡
ヲ
耳
〆
タ
ル
山
限
定
吋
仏
、
相
1
i
／
罪
ヨ
ソ
位
キ
作
一
一
付
右
罪
／
一
口
技
ヲ
品
、
J

タ
ル
佳
’
l
汁
没
又
ノ
小
山
一

人仕出川
7
崇
却
ン
タ
ル
培
定
判
決
一
汀
ン
テ
ァ
マ
F

為
ヌ
コ
ト
ヲ
得

一
前
長
信
一
号
、
第
二
三
第
四
μ
勺一j

ハ
品
七
号
二
円
札
｛
℃
ス
ル
原
由
マ
ル
ト
牛

一
死
刑
又
h

格
苅
若
ハ
短
期

q以
ド

τJ現
役
若
ハ
禁
掴
↑
一
寸
パ
ル
野
口
ノ
洞
ン
タ
ル
M4
ヤ
ザ
罪
又
円
相
中
J

ノ
凶
作
↑
け
怪
品
川
作
一
一
付
与
非
ノ
一
口
同

ヲ
一
ん
ケ
タ
ル
法
裁
汚
i
い
人
ハ
裁
井
川
町
一
一
計
一
ア
其
／
当
主
～
ワ
環
述
ン
タ
ル
ト
ふ

一
石
市
又
八
何
間
若
ハ
短
期
午
以
上
ノ
態
川
又
芋
2

禁
銅
二
設
ル
罪
守
犯
v
h
y

時
中
占
向
ノ
泊
除
若
ハ
免
許
又
ハ
ム
訴
k
d
A

却
ノ
三
時
ゾ
母
、
ヶ

タ
ル
役
立
川
刊
文
ハ
裁
判
外
於
テ
其
ノ
原
直
L
t

力
リ
ツ
ヲ
ト
ヲ
陳
述
ン
々

M

ト
キ

一R
J
E
j
H
裕
「
I

再
審
の
柁
導
型
念
」
鴇
良
苅
ー
椅
「
刑
I

割
引
内
務
の
研
究
F

一
点
丈
世
、
↓
九
八
ひ
年
）
一
九
口
以
下
）

τ
h
最
戊
昭
和
目
。
年

b
H
一
二
一
日
刊
長
一
九
世
五
P
J
一
丸
二
十
h
J

一7

最
決
照
一
任
日
一
年
士
、
司
一
口
市
某
一
円
一
巻
九
男
士
、
工
一
民
っ

一
お
一
拍
品
「
再
審
決
理
誌
の
賢
明
2

村
川
故
邦
川
u
h
英
明
白
取
祐
司
出
吋
川
刑
事
り
は
改
し
予
と
刑
事
一
応
訟
法

F
主
p

一
ロ
ハ
ド
叶
誌
吐
ヘ
J

。
じ
午
下
一
斗
一
一

μ
一
一
一
一
参
日
〈
）

一
。
小
存
」
忌
J

宣
「
再
毒
ー
｜
｜
裁
干
の
す
時
？
っ
一
ー
弘
史
編
苛
刑
事
一
子
山
町
出
日
経
々
日
付
、
一

0
0一
土
九
心
一
耳
目
下
替
臣
、

一
刊
司
高
官
前
a

甲
武
靖
支
出
日
「
勺
向
’
鈴
大
H
九
白
川
若
」
汗
町
刑
判
事
訴
訟
仏
卜
l
u
恒
〔
人
十
一
円
梓
川
版
E

一
、
青
林
書
院
、
一
九
八
一
一
J

寸

一

立

U

正

｛

Lr
可
包
b
H
l山
刷
｝
。

一日
J

解
明
蒲
と
し
て
夜
、
再
圭
間
結
決
定
に
対
ー
：
ゐ
精
察
い
抗
行
J
E
t
制
限
的
に
解

γ
る
ニ
と
は
り
訟
で
あ
る
み
な
げ
よ
？
っ
、
刑
訴
法
制
ハ
u
r
U
条

は
、
再
審
請
求
の
棄
却
川
一
E
K
再
審
問
砲
は
つ
に
つ
い
「
即
時
抗
告
」
そ
認
め
て
い
る
も
の
の
、
杭
許
証
Y
ロ
に
つ
い
～
は
川
明
示
し
て
お
り
ず
、
杭

R
M
h
の
没
剖
会
開
白
呂
町
救
済
に
二
る
仏
、
詩
的
知
書
と
怜
置
付
け
た
場
合
、
検
察
白
に
は
間
た
一
叩
決
定
、
対
J
q
p

る
l
訴
の
判
パ
刊
が
’
一
に
あ
る
わ
け
、

は
E
い
と
＃
え
る
ヲ
と
が
で
き
る
か
、
り
で
あ
る
υ

と
く
lp
、
新
説
誌
に
I
》
ご
倍
な
判
決
の
白
罪
認
定
に
ム
ロ
止
問
縫
い
が
生
三
円
一
と
7
J
て
再
審

問
川
始
決
J
l
p
山
ち
れ
己
均
台
、
検

Mr官
は
判
近
間
に
1
u
J

て
ロ
混
和
さ
れ
た
川
町
玩
い
ム
コ
ー
合
理
的
疑
い
一
な
の
か
ど
う
う
一
に
ツ
い
と
は
、
聞
刊
帯
山
一
刊

f
争
ペ
ニ
ー
一
が
で
支

JJU

口
、
抗
告
の
利
品
が
な
L
と
い
、
j

ご
三
に
ふ
さ
ω

一
円
一
円
片
付
℃
＼
＼
者
戸
、
巧
W
C
ロ
zzcm山C
U
＼Z
Y
M
H
Eぬ＼口出先＼川

71同
百
七
と

一日

η

伐
一
回
年
一
ヨ
九
円
村
検
潜
戸
出
抗
μ
口
及
び
裁
刊
の
割
引
芹
止
の
巾

υ五
と
お
山
フ
制
H
付
心
「
出
す
肖
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一
い
～
こ
の
向
、
は
、
出
比
で
も
同
橡
九
一
、
川
市
事
訴
ヘ
司
法
百
C
ハ
去
は
、
以
下
の
よ
う
に
制
定
し
て
し
と
υ

再
軍
ノ
治
求
ワ
庁
出
『
リ
ス
U

キ
パ
再
審
請
前
ノ
決
定
ソ
為
ス
ヘ
ン

一
再
器
開
柏
ノ
決
定
ヲ
為
／
タ
ル
時
円
決
尺
帯
以
－
r
川
ノ
刊
行
ヲ
作
土
ス
M

づ
ト
ヲ
得

一
日
一
松
忌
浩
也
転
修
首
長
川
市
判
事
一
品
7
d
土
門
事
川
版
』
ヘ
山

h
t堂、

0
0九
午
一
一
川
L
頁
r

と
が
に
一
、
い
で
ま
じ
p

－
の
規
ζ

h
よ
主
代
れ

芹
止
zb
ご
き
る
か
、
つ
い
て
は
、
お
い
が
あ
hv
、
刷
掲
一
ー
い
排
出
事
訴
出
法
卜
巻
J

全
引
山
計
rW1

～
一
ハ
六
頁
｛
高
田
山
且
制
｝
は
、
λ
J
J
出
者
の

池
辺
ヤ
〕
一
土
句
作
の
抑
止
円
人
の
地
件
ー
ム
J
V
L
十什

L
得ぉ
7
0

い
こ
ζ

在
持
出
一
二
三
番
開
始
川
小
山
左
心
惟
定
ま
で
と
す
Z
一

一
日
開
依
持
昭
・
円
取
旬
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